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【第２項】主任発令者は B等級(組合案)に移行し、主任職として位置づけること 

【第３項】主任未発令者は C等級(組合案)に移行し、指導職として位置づけること 

（交渉のポイントＰ３参照） 

現行の主任職と会社案の総

括職はまったくの同一人物だ。

職名を新しくする必要はない。 

 聞き慣れないかもしれないが、主任を総括する

と理解してもらいたい。 

主任は発令行為で、その職名に

重みを置いていた。組合案の主

任発令の有無で等級分けをした

方が分かりやすい。 

現行制度の主任業務を引き続きやってもらう。役

割は今まで以上に明確化になり、職場の課題解

決にあたってもらう。 

【第４項】現行 B等級の者は A等級(組合案)に移行し、現場管理職の等級として位

置づけること 

【第５項】現行 A等級の者は H等級(組合案)に移行し、職場の運営管理の等級とし

て位置づけること                （交渉のポイントＰ３参照） 

 

（交渉のポイントＰ３参照） 新制度でも看護師長の職名

が２つの等級に存在している

が、その役割に違いはあるのか。 

 

 現行でも A等級、B等級に看護師長がおり、考

え方は変わっていない。意欲、能力を踏まえ適正

な場所に配置していく。 

管理者の役割は重要だ。管理業

務に専念できる体制になってい

ない。 

H 等級、M 等級は管理者相当。人事考課で見極

めていく。意欲、能力適性をみて昇進する。 


